
岬町会計年度任用職員の給与及び費用弁償並びに採用、休暇等に関する規則の一部

を改正する規則をここに公布する。

令和７年３月３１日

岬町長 田 代 堯

岬町規則第７号

岬町会計年度任用職員の給与及び費用弁償並びに採用、休暇等に関する規則の

一部を改正する規則

岬町会計年度任用職員の給与及び費用弁償並びに採用、休暇等に関する規則（令和

２年岬町規則第８号）の一部を次のように改正する。

別表第１を次のように改める。

別表第１（第５条関係）職種別初任給基準表

職種区分 初任給 上限

職務の級 号給 職務の級 号給

用務員（出先施設）、送迎バス添乗員、

配膳員

１ １ １ ５

一般事務、用務員（本庁舎早朝清掃）、

電話交換受付案内業務、発掘補助員、

給食調理補助員（資格なし）、町営住宅

管理員、集会所管理員、公園管理員、

スクールサポートスタッフ

１ １ １ ５

給食搬送運転手、学童保育運転手 １ ２ １ ６

発掘調査員、支援員（資格なし） １ ４ １ ８

学童保育指導員、土木作業員 １ ５ １ ９

図書司書、支援員（資格あり）

給食調理補助員（資格あり）

１ ７ １ １１

土木作業員（現場監督責任者）、給食搬

送運転手（準中型免許以上）

１ １５ １ １９

秘書担当運転手 １ ３０ １ ３４

保育士（淡輪保育所、深日保育所及び

多奈川保育所配属以外の保育士並びに

淡輪保育所、深日保育所及び多奈川保

育所配属の保育士であって、かつ、預

かり保育専従の保育士）、幼稚園教諭

２ １ ２ ５



別表第２を次のように改める。

別表第２（第５条関係）職種別初任給基準表

別表第３を次のように改める。

別表第３（第１６条関係）

有給の特別休暇

（淡輪幼稚園配属以外の幼稚園教諭並

びに淡輪幼稚園配属の幼稚園教諭であ

って、かつ、預かり保育専従の幼稚園

教諭）、クレーン作業員

スクールバス運転手 ２ １０ ２ １４

看護師（淡輪保育所、深日保育所及び

多奈川保育所配属以外の看護師であっ

て、かつ、学童保育指導員以外の看護

師）、保健師、栄養士、社会福祉士、介

護支援専門員、介護給付等適正員、し

尿処理施設作業員

２ １９ ２ ２３

看護師（淡輪保育所、深日保育所及び

多奈川保育所配属の看護師であって、

かつ、学童保育指導員の看護師）

２ ２４ ２ ２８

職種区分 基本報酬の額

地域おこし協力隊、まちづくりエディ

ター

月額１９４，０００円

スクールソーシャルワーカー １時間につき３，７００円

スクールカウンセラー １時間につき５，２００円

外国語指導助手（ＡＬＴ） １年目月額 ３３５，０００円

２年目月額 ３４５，０００円

３年目月額 ３５５，０００円

４年目月額 ３６０，０００円

５年目月額 ３６０，０００円

事由 期間

（１） 会計年度任用職員が選挙権その他公民

としての権利を行使する場合で、その勤

務しないことがやむを得ないと認められ

るとき。

必要と認められる期間

（２） 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑

定人、参考人等として国会、裁判所、地

必要と認められる期間



方公共団体の議会その他の官公署へ出頭

する場合で、その勤務しないことがやむ

を得ないと認められるとき。

（３） 会計年度任用職員が結婚する場合で、

結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と

認められる行事等のため勤務しないこと

が相当であると認められるとき。

５日（ただし、結婚の日の５日前から

結婚の日後１月を経過する日の間で

連続５日の範囲の期間）

（４） 会計年度任用職員の親族（別表第５の

親族欄に掲げる親族に限る。）が死亡した

場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪

その他の親族の死亡に伴い必要と認めら

れる行事等のため勤務しないことが相当

であると認められるとき。

親族に応じ同表の日数欄に掲げる連

続する日数（葬儀のため遠隔の地に赴

く場合にあっては、往復に要する日数

を加えた日数）の範囲内の期間

（５） 会計年度任用職員が夏季における盆等

の諸行事、心身の健康の維持及び増進又

は家庭生活の充実のため勤務しないこと

が相当であると認められる場合

１の年の６月から９月までの期間内

における、週休日、休日及び代休日を

除いて３日

（６） 地震、水害、火災その他の災害により

会計年度任用職員の現住居が滅失し、又

は損壊した場合で、会計年度任用職員が

当該住居の復旧作業等のため勤務しない

ことが相当であると認められるとき。

連続７日間の範囲内の期間

（７） 地震、水害、火災その他の災害又は交

通機関の事故等により会計年度任用職員

が出勤することが著しく困難であると認

められる場合

必要と認められる期間

（８） 地震、水害、火災その他の災害時にお

いて、会計年度任用職員が退勤途上にお

ける身体の危険を回避するため勤務しな

いことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

（９） 女性の会計年度任用職員が生理日にお

いて勤務することが著しく困難であると

して休暇を請求したとき。

１月に１日

（１０） 妊娠中の女性の会計年度任用職員が

請求した場合で、その者の業務が母体

又は胎児の健康保持に影響があると認

めるとき。

当該会計年度任用職員が適宜休息し、

又は補食するために必要な時間

（１１） 会計年度任用職員（勤務日が週３日

以上又は１年間の勤務日が１２１日以

１の年度（４月１日から翌年の３月３

１日までをいう。以下同じ。）におい



上であるものに限る。）が不妊治療に係

る通院等のため勤務しないことが相当

であると認められる場合

て５日（当該通院等が体外受精その他

の町長が定める不妊治療に係るもの

である場合にあっては、１０日）（勤

務日ごとの勤務時間の時間数が同一

でない非常勤職員にあっては、その者

の勤務時間を考慮し、町長の定める時

間）の範囲内の期間

（１２） ６週間（多胎妊娠の場合にあっては、

１４週間）以内に出産する予定である

女子の会計年度任用職員が申し出た場

合

出産の日までの申し出た期間

（１３） 女子の会計年度任用職員が出産した

場合

出産の翌日から８週間を経過する日

までの期間（産後６週間を経過した女

子の会計年度任用職員が就業を申し

出た場合において医師が支障がない

と認めた業務に就く期間を除く。）

（１４） 会計年度任用職員が妻（届出をしな

いが事実上婚姻関係と同様の事情にあ

る者を含む。次号において同じ。）の出

産に伴い勤務しないことが相当である

と認められる場合

町長が定める期間内における２日（勤

務日ごとの勤務時間の時間数が同一

でない非常勤職員にあっては、その者

の勤務時間を考慮し、町長の定める時

間）の範囲内の期間

（１５） 会計年度任用職員の妻が出産する場

合であってその出産予定日の６週間

（多胎妊娠の場合にあっては、１４週

間）前の日から当該出産の日後８週間

を経過する日までの期間にある場合に

おいて、当該出産に係る子（勤務時間

休暇条例第８条の２第１項において子

に含まれるものとされる者を含む。以

下同じ。）又は小学校就学の始期に達す

るまでの子（妻の子を含む。）を養育す

る会計年度任用職員が、これらの子の

養育のため勤務しないことが相当であ

ると認められるとき

当該期間内における５日（勤務日ごと

の勤務時間の時間数が同一でない会

計年度任用職員にあっては、その者の

勤務時間を考慮し、町長の定める時

間）の範囲内の期間



別表第３を次のように改める。

別表第４（第１６条関係）

無給の特別休暇

（１６） 会計年度任用職員（６月以上の任期

が定められている者又は６月以上継続勤

務している者（週以外の期間によって勤

務日が定められている者で１年間の勤務

日が４７日以下であるものを除く。）に限

る。）が負傷又は疾病のため療養する必要

があり、その勤務しないことがやむを得

ないと認められる場合（別表第４第８の

無給の私傷病を除く。）

週５日勤務の場合は、1の年において
１０日の範囲内の期間（週４日勤務の

場合は７日とし、週３日以下の勤務の

者は無給とする。）

（１７） 会計年度任用職員（６月以上の任期

が定められている者又は６月以上継続

勤務している者（週以外の期間によっ

て勤務日が定められている者で１年間

の勤務日が４７日以下であるものを除

く。）健康維持のため、人間ドック検診

を受診する場合

１の年において１日

事由 期間

（１） 会計年度任用職員が骨髄移植のための

骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための

末梢血幹細胞の提供希望者としてその登

録を実施する者に対して登録の申出を行

い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹

以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しく

は末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞

を提供する場合で、当該申出又は提供に

伴い必要な検査、入院等のため勤務しな

いことがやむを得ないと認められると

き。

必要と認められる期間

（２） 妊娠中又は出産後１年以内の女性の会

計年度任用職員が母子保健法（昭和４０

年法律第１４１号）第１０条に規定する

保健指導又は同法第１３条第１項に規定

する健康診査を受ける場合

必要と認められる期間

（３） 生後１年に達しない子（勤務時間休暇

条例第８条の２第１項に規定する子をい

う。以下同じ。）を育てる会計年度任用職

１日２回それぞれ３０分以内。ただ

し、町長の承認を受けた場合には、１

日につき２回を超えず、かつ、６０分



員が、その子の保育のために必要と認め

られる授乳等を行う場合

を超えない範囲で１回につき３０分

に１５分を単位として増減した時間。

１日の正規の勤務時間数が４時間以

内の会計年度任用職員にあっては、１

日１回３０分。

（４） ９歳に達する日以後の最初の３月３１

日までの間にある子の看護等（子の病気、

けが、予防接種、健康診断の場合の子の

世話、感染症に伴う学級閉鎖や出席停止

等の場合の子の世話、入園、卒園又は入

学の式典への参加）をする場合（ただし、

１週間の勤務日が３日以上とされている

者又は週以外の期間によって勤務日が定

められている者で１年間の勤務日が１２

１日以上であるものに限る。）のため勤務

しないことが相当であると認められる場

合

１年度（４月１日から翌年の３月３１

日までをいう。以下同じ。）において

５日（その養育する９歳に達する日以

後の最初の３月３１日までの間にあ

る子が２人以上の場合にあっては１

０日）（勤務日ごとの勤務時間の時間

数が同一でない会計年度任用職員に

あっては、その者の勤務時間を考慮

し、町長の定める時間）の範囲内の期

間

（５） 要介護者（勤務時間休暇条例第１５条

第１項に規定する日常生活を営むのに支

障がある者をいう。以下同じ。）の介護そ

の他の町長の定める世話を行う会計年度

任用職員（１週間の勤務日が３日以上と

されている者又は週以外の期間によって

勤務日が定められている者で１年間の勤

務日が１２１日以上であるものに限る）

が、当該世話を行うため勤務しないこと

が相当であると認められる場合

１年度において５日（要介護者が２人

以上の場合にあっては、１０日）（勤

務日ごとの勤務時間の時間数が同一

でない会計年度任用職員にあっては、

その者の勤務時間を考慮し、町長の定

める時間）の範囲内の期間

（６） 女性の会計年度任用職員が母子保健法

の規定による保健指導又は健康診査に基

づく指導事項を守るため勤務しないこと

がやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

（７） 会計年度任用職員が公務上の負傷又は

疾病のため療養する必要があり、その勤

務しないことがやむを得ないと認められ

る場合

必要と認められる期間

（８） 会計年度任用職員（６月以上の任期が

定められている者又は６月以上継続勤務

している者（週以外の期間によって勤務

日が定められている者で１年間の勤務日

１年度において別表第６に定める期

間



附 則

この規則は、令和７年４月１日から施行する。

が４７日以下であるものを除く。）に限

る。）が負傷又は疾病のため療養する必要

があり、その勤務しないことがやむを得

ないと認められる場合（前号に掲げる場

合及び別表第３第１６の有給の私傷病を

除く。）

（９） 妊娠中の女性の会計年度任用職員が通

勤に利用する交通機関の混雑の程度が母

体又は胎児の健康保持に影響があると認

める場合

当該会計年度任用職員について定め

られた勤務時間の始め又は終りにお

いて１日を通じて１時間を超えない

範囲内で必要と認められる時間

（１０） 引き続き在職した期間が１年以上の

会計年度任用職員のうち１週間の勤務日

が３日以上とされているもの又は週以外

の期間によって勤務日が定められている

もので一会計年度の勤務日が１２１日以

上のもの（以下「介護休暇等対象会計年

度任用職員」という。）が、要介護者の介

護をするため、勤務をしないことが相当

であると認められるとき。

要介護者の各々が２週間以上にわた

り介護を必要とする一の継続する状

態ごとに、３回を超え、かつ、通算９

３日を超えない範囲内で必要と認め

られる期間又は当該期間において当

該会計年度任用職員について定めら

れた勤務時間の始め又は終わりにお

いて３０分を単位として、１日につき

４時間を超えない範囲内の時間

（１１） 介護休暇等対象会計年度任用職員が、

要介護者の介護をするため、１日の勤務

時間の一部につき勤務をしないことが相

当であると認められるとき。

要介護者の各々が２週間以上にわた

り介護を必要とする一の継続する状

態ごとに、当該年度末までの期間にお

いて、当該会計年度任用職員について

定められた勤務時間の始め又は終わ

りにおいて、３０分を単位として、１

日につき２時間を超えない範囲内の

時間


